
麻薬年間届

受付は１０月１日からです。

麻薬年間届の要領は薬務室HPに掲載しています。
必ず確認してください。

※書面での提出も可能です。管轄の保健所（部）に提出してください



申請窓口へのアクセス

⑥このページをスクロールしていくと
麻薬年間届の電子届出窓口があり
ます。

※このページには麻薬廃棄届や調
剤済麻薬廃棄届などの電子申請窓
口もありますので、お気に入り登録
等していただくと便利です。



申請先の選択について

「麻薬年間届」の窓口から該当する機関の
URLをクリックしてください。

大分市内→薬務室
大分市以外→所管地域の保健所



アカウントの作成手順について

※「麻薬年間届」を電子申請で届出する場合はアカウント作成が必要です。
※GoogleアカウントやLINEアカウントでもログイン可能ですが、ここではメールアドレスを用いたアカウント作成の手順を説明
します。

①申請ページにある「ログインして申請に進む」をクリック。

②「Grafferアカウントを新しく作成する」をクリック。



アカウントの作成手順について

③姓・名・登録用メールアドレス・パスワードを入力して
「Grafferアカウントを登録する」をクリック。

④登録いただいたメールアドレスにメールが送られます
ので、メール本文にある、登録用URLをクリックすれば
アカウント登録は完了です。

※メールが届かない場合は、以下の３点をご確認ください。

①迷惑メールフォルダにメールが届いていないかご確認くださ
い。
②メールアドレスに間違いがないことを確認の上、再度Graffer
アカウント登録手順をお試しください。
③「@mail.graffer.jp」メール受信許可設定を行い、再度Graffer
アカウント登録手順をお試しください。



申請をはじめる

①利用規約をお読みいただき、同意いただけまし
たら、「利用規約に同意する」のチェックボックスに
チェックをいれてください。

②「申請に進む」をクリックしてください。



麻薬取扱者の情報を入力する①

①麻薬小売業者は法人か個人どちらにあたるか
選択してください。

麻薬管理者（麻薬施用者が１人のみしか在籍しな
い麻薬業務所の場合、麻薬施用者）、麻薬研究者
は個人を選択してください。

②麻薬小売業者、麻薬管理者（麻薬施用者）、麻
薬研究者名を入力してください。

③麻薬免許に記載されてある住所を入力してくだ
さい。



麻薬年間届のイメージ

麻薬取扱者の情報を入力する②

④麻薬免許に記載されてある情報を入力してください。

【注意】麻薬施用者が2人以上在籍している場合は、
麻薬管理者を選択すること。



申請方法を選択する

【注意】
・「表示された項目に入力して届出を行う」は取扱麻薬品目数が6品目まで選択できます。（７品目以上は不可）
・7品目以上の麻薬の取扱がある場合は「エクセルファイル等で作成した年間届を提出する」しか選択出来ませんのでご
了承ください。

・「在庫受払いなし」は前年１０月１日～本年９月３０日の間に麻薬の受払いが無く、かつ本年９月３０日時点で麻薬の在
庫が無い場合のみ選択できます。（前年１０月１日～本年９月３０日の間に麻薬廃棄届により在庫麻薬を全て廃棄し、本
年９月３０日に在庫麻薬が0の場合は、麻薬の廃棄を払出数として報告する必要があるため、「在庫受払いなし」は選択
出来ません。

申請フォームに直接麻薬受払いの情報を入
力して届出を行う場合。（６品目以下のみ）

エクセルファイル等で作成した年間届を添付
して提出する場合。

下記【注意】参照
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麻薬帳簿の記載

麻薬年間届のイメージ
患者からの譲受等で受入のうち再利用した数量は
【備考欄の再利用数の括弧内に出力されます
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患者からの譲受等での受入数は外数として「患者から受
入」に出力されます（受入数量に含まれません）

申請方法「表示された項目に入力して届出を行う」を選択した場合の入力例（麻薬管理者、麻薬施用者）①

前年の麻薬年間届の期末在庫数量と一致するかを
必ず確認してください。
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＊調剤済麻薬廃棄届を提出した麻薬については計上する必要はありません

R3.10.1

R4.5.1

麻薬廃棄届や麻薬事故届を提出した場合は、
その数量も含めて記載



申請方法「表示された項目に入力して届出を行う」を選択した場合（麻薬管理者、麻薬施用者）②

残余麻薬譲渡届で譲り受けた麻薬数、

麻薬廃棄届で廃棄した麻薬数、事故に
あった麻薬数等については譲受日、廃棄
日、事故発生日等も含めて備考に記載し
てください。

麻薬管理者、麻薬施用者、麻薬研究者はこの欄に
入力する必要はありませんので入力しないでくださ
い。

入力する麻薬品目を追加する場合は「追加する」
をクリックしてください。



麻薬帳簿の記載

＊調剤済麻薬廃棄届を提出した麻薬については計上する必要はありません

麻薬年間届のイメージ

※麻薬小売業者間譲渡許可に基づいて
譲渡した麻薬数も払出に含めてください

申請方法「表示された項目に入力して届出を行う」を選択した場合の入力例（麻薬小売業者）

残余麻薬譲渡届で譲り受けた麻薬数、麻薬廃棄届で廃棄した
麻薬数等については備考欄に記載してください。

※麻薬小売業者間譲渡許可に基づいて
譲受した麻薬数も受入に含めてください

※入力しないでください

※入力しないでください

前年の麻薬年間届の期末在庫数量と一致するかを
必ず確認してください。

入力する麻薬品目を追加する
場合は「追加する」をクリックし
てください

R3.10.1

R4.1.16



申請方法「表示された項目に入力して届出を行う」を選択した場合の入力例（麻薬研究者）

残余麻薬譲渡届で譲り受けた麻薬数、麻薬廃棄届で廃棄した
麻薬数等については備考欄に記載してください。

※入力しないでください

※入力しないでください

前年の麻薬年間届の期末在庫数量と一致するかを
必ず確認してください。

入力する麻薬品目を追加する場合は
「追加する」をクリックしてください

※入力しないでください

※入力しないでください

麻薬廃棄届や麻薬事故届を提出した場合は、
その数量も含めて記載



申請方法「エクセルファイル等で作成した年間届を提出する」を選択した場合

①項目を入力する必要はありませんので、
「一時保存して、次に進む」をクリックしてください。

②「ファイルを選択する」をクリックし、作成した麻薬年間届
のエクセルファイル、PDFファイル等を添付してください。



顛末書の添付について

麻薬年間届は毎年11月３０日までに大分県知事に届けなければならないため、届出期限を過ぎての提出
となる場合は顛末書（様式自由）の添付が必要です。「ファイルを選択」をクリックして顛末書を添付してく
ださい。



申請内容の確認について

必要事項を全て入力すると申請内容の確認ページとなります。

「編集する」をクリックすると修正したい項目を修正することができます。

ページ下の「この内容で申請する」をクリックすると申請完了となります。


